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九
州
・
四
国
等
に
お
け
る
再
造
林
放
棄
地
の
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
な
ど
針
葉
樹
の
民
有
地
に
お
け
る
人
工
林
を
伐
採
し
た
跡
地
に
植
栽
が
行
わ
れ
な
い
再
造
林
放
棄
地
が
九
州

各
県
を
は
じ
め
全
国
に
広
が
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
再
造
林
放
棄
地
の
拡
大
は
、
人
工
林
を
荒
廃
さ
せ
、
森
林
資
源
の
減
少
、

生
物
多
様
性
保
全
・
水
源
の
涵
養
機
能
の
低
下
、
土
砂
崩
壊
等
の
危
険
性
の
増
大
が
懸
念
さ
れ
る
。

人
工
林
の
再
生
は
、
森
林
の
多
様
な
機
能
の
持
続
的
な
発
揮
と
地
球
温
暖
化
防
止
、
生
活
環
境
・
国
土
保
全
に
と
っ
て
極
め

て
重
要
で
あ
り
、
特
に
再
造
林
放
棄
地
に
お
け
る
早
期
の
植
生
回
復
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

従
っ
て
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

再
造
林
放
棄
地
の
実
態
把
握
に
つ
い
て

�

本
年
一
月
、
九
州
大
学
大
学
院
農
学
研
究
院
の
吉
田
茂
二
郎
教
授
ら
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
九
州
地
域
の
再
造
林
放
棄

地
の
実
態
調
査
結
果
を
ま
と
め
た
。
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
の
五
年
間
に
伐
採
さ
れ
た
人

工
林
約
五
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
二
千
八
百
十
二
箇
所
の
う
ち
、
再
造
林
放
棄
地
は
千
二
百
四
十
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
六
百
八
十

四
箇
所
、
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
る
。

再
造
林
放
棄
地
を
各
県
別
に
み
る
と
、
熊
本
県
は
五
百
四
十
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
二
百
七
十
箇
所
）
、
宮
崎
県
が
五
百
三

一



十
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
二
百
九
十
三
箇
所
）
、
大
分
県
が
百
十
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
八
十
六
箇
所
）
、
福
岡
県
が
三
十
六
ヘ
ク

タ
ー
ル
（
二
十
一
箇
所
）
、
鹿
児
島
県
が
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
長
崎
県
が
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
佐
賀
県
が
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
と

な
っ
て
い
る
。

こ
の
調
査
結
果
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
九
州
地
域
の
再
造
林
放
棄
地
の
実
態
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
の
か
。

�

宮
崎
県
は
、
人
口
衛
星
の
画
像
解
析
か
ら
五
年
間
で
二
千
四
百
六
十
八
箇
所
が
伐
採
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
の
デ
ー

タ
を
下
に
、
国
有
林
を
除
外
し
た
千
九
百
七
十
七
箇
所
の
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
再
造
林

放
棄
地
は
三
百
五
十
箇
所
存
在
す
る
。
ま
た
、
場
所
や
伐
採
の
有
無
が
不
明
な
も
の
が
三
百
二
十
五
箇
所
あ
り
、
同
県

は
、
こ
れ
ら
の
箇
所
に
つ
い
て
詳
細
な
調
査
を
進
め
る
と
再
造
林
放
棄
地
は
さ
ら
に
増
加
す
る
と
予
想
さ
れ
る
と
し
て
い

る
。こ

れ
ら
の
調
査
結
果
が
示
す
よ
う
に
九
州
地
域
に
お
い
て
は
、
現
在
も
再
造
林
放
棄
地
が
増
大
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。

�

平
成
十
八
年
三
月
現
在
の
農
林
水
産
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
民
有
地
に
お
け
る
人
工
林
の
伐
採
後
三
年
以
上
経
過
し
て

二



も
更
新
が
完
了
し
て
い
な
い
伐
採
跡
地
、
す
な
わ
ち
造
林
未
済
地
（
再
造
林
放
棄
地
）
は
、
全
国
で
一
万
七
千
ヘ
ク
タ
ー

ル
存
在
し
て
い
る
が
、
都
道
府
県
別
に
そ
の
面
積
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

平
成
十
五
年
三
月
現
在
の
農
林
水
産
省
の
調
査
で
は
、
造
林
未
済
地
（
再
造
林
放
棄
地
）
が
二
万
五
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
存

在
し
、
平
成
十
一
年
三
月
現
在
の
同
省
の
調
査
で
は
、
二
万
二
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。

こ
の
際
、
平
成
十
五
年
及
び
平
成
十
一
年
の
調
査
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
都
道
府
県
別
の
面
積
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

�

平
成
十
五
年
三
月
の
調
査
で
は
、
造
林
未
済
地
（
再
造
林
放
棄
地
）
は
二
万
五
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
存
在
し
増
加
傾
向
に

あ
っ
た
。
平
成
十
八
年
三
月
の
調
査
で
は
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

�

九
州
地
域
で
は
、
大
規
模
な
造
林
未
済
地
（
再
造
林
放
棄
地
）
が
あ
る
が
、
平
成
十
八
年
三
月
の
調
査
で
は
、
そ
の
実

態
を
把
握
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
際
、
再
造
林
放
棄
地
に
つ
い
て
の
面
積
別
の
箇
所
数
を
、
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
、
十
以

上
五
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
、
五
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
に
区
分
し
て
都
道
府
県
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
規
模
以
上
の
再
造
林
放
棄
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
地
域
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

再
造
林
放
棄
地
の
保
有
構
造
の
把
握
は
、
対
策
構
築
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
考
え
る
。
造
林
未
済
地
（
再
造
林
放
棄

三



地
）
と
な
っ
て
い
る
森
林
を
保
有
す
る
林
業
事
業
体
数
を
保
有
山
林
規
模
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
林
業
事
業
体
が
保
有
す
る
山
林
面
積
に
占
め
る
造
林
未
済
地
の
シ
ェ
ア
に
つ
い
て
、
階
層
別
（
保

有
山
林
規
模
別
）
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
併
せ
て
、
造
林
未
済
地
を
保
有
す
る
事
業
体
の
森
林
施
業
計
画
の
策
定
状
況

に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

高
知
県
に
お
い
て
は
、
平
成
十
五
年
三
月
現
在
の
調
査
で
は
、
造
林
未
済
地
（
再
造
林
放
棄
地
）
が
大
幅
に
増
加
し
て

お
り
、
在
村
・
不
在
村
別
で
は
不
在
村
林
地
が
在
村
の
二
倍
近
く
を
占
め
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
九
州
地
域
を
は
じ

め
全
国
的
に
は
、
再
造
林
放
棄
地
で
の
不
在
村
者
保
有
森
林
の
存
在
は
ど
の
よ
う
な
実
態
に
あ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

�

国
及
び
都
道
府
県
が
効
果
的
な
対
策
を
講
ず
る
上
で
、
再
造
林
放
棄
地
の
正
確
な
実
態
把
握
は
不
可
欠
で
あ
る
。
今
後

と
も
引
き
続
き
調
査
し
実
態
把
握
に
努
め
る
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

二

再
造
林
放
棄
地
の
動
向
予
測
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て

�

林
業
生
産
活
動
が
停
滞
し
て
い
る
中
で
、
今
後
、
再
造
林
放
棄
地
の
面
積
、
賦
存
状
況
は
ど
う
な
る
と
予
測
し
て
い
る

の
か
。

四



�

再
造
林
放
棄
地
の
存
在
と
そ
の
増
大
は
、
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
と
考
え

て
い
る
の
か
。

三

再
造
林
放
棄
地
の
発
生
原
因
に
つ
い
て

造
林
未
済
地
（
再
造
林
放
棄
地
）
の
発
生
の
原
因
は
、
木
材
価
格
の
低
迷
、
経
費
の
増
加
と
い
っ
た
林
業
経
営
環
境
の
悪

化
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

四

再
造
林
放
棄
地
対
策
に
つ
い
て

�

森
林
・
林
業
基
本
法
、
森
林
・
林
業
基
本
計
画
に
基
づ
き
、
造
林
未
済
地
（
再
造
林
放
棄
地
）
の
解
消
及
び
発
生
防
止

に
向
け
て
、
ど
の
よ
う
な
見
通
し
を
持
ち
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
て
い
る
の
か
、
短
期
、
中
期
、
長
期
の
対

策
及
び
構
想
が
あ
れ
ば
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

農
林
水
産
省
は
、
平
成
十
八
年
四
月
十
八
日
の
参
議
院
農
林
水
産
委
員
会
に
お
い
て
、
都
道
府
県
が
「
伐
採
跡
地
の
適

確
な
更
新
を
確
保
す
る
た
め
の
行
動
計
画
」
（
平
成
十
七－
十
九
年
度
）
等
に
従
っ
て
、
造
林
未
済
地
（
再
造
林
放
棄

地
）
の
計
画
的
な
解
消
、
伐
採
・
伐
採
後
の
届
出
制
等
に
よ
り
拡
大
を
抑
制
し
て
い
く
旨
答
弁
し
て
い
る
。

各
都
道
府
県
が
策
定
し
た
同
行
動
計
画
等
に
よ
る
造
林
未
済
地
の
解
消
、
発
生
防
止
対
策
の
進
捗
状
況
及
び
効
果
に
つ

五



い
て
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

ま
た
、
同
行
動
計
画
は
造
林
の
目
標
数
値
を
設
定
し
た
上
で
、
造
林
未
済
地
の
計
画
的
解
消
等
を
進
め
て
い
る
と
考
え

る
が
、
そ
の
目
標
に
照
ら
し
て
ど
の
程
度
解
消
し
た
の
か
都
道
府
県
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

三
で
示
し
た
よ
う
な
、
木
材
価
格
の
低
迷
、
経
費
の
増
加
と
い
っ
た
林
業
経
営
環
境
を
め
ぐ
る
根
本
問
題
が
解
決
さ
れ

な
い
中
で
、
農
林
水
産
省
が
現
在
取
組
ん
で
い
る
造
林
未
済
地
（
再
造
林
放
棄
地
）
解
消
及
び
発
生
防
止
に
向
け
た
対
策

の
実
効
性
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

伐
採
跡
地
の
植
栽
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
働
か
せ
る
た
め
の
林
業
経
営
者
の
経
済
的
コ
ス
ト
負
担
の
軽
減
策
の
他
、

保
安
林
以
外
の
森
林
に
つ
い
て
も
植
栽
を
義
務
付
け
る
制
度
の
導
入
な
ど
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
対
処
方
針
を
伺

い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

六


